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議    題 

 

 

第１号議案 令和３年度事業報告について 

 

第２号議案 令和３年度会計決算報告について 

 

第３号議案 令和３年度会計監査報告について 

 

第４号議案 指名委員会報告について（案） 

 

第５号議案 令和４年度事業計画について（案） 

 

第６号議案 令和４年度予算案について（案） 

 

   参   考 大阪府立高津高等学校ＰＴＡ規程 
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令和３年度 大阪府立高津高等学校 PTA事業報告 

 

【 総会・進路講演会 】 

令和３年５月１７日（月）締切で書面提案。議案はすべて承認。進路講演会は中止。 

 

【 実行委員会 】 

 令和３年 ７月 ３日（土）第１回 PTA実行委員会 

１０月 ２日（土）第２回 PTA実行委員会 

令和４年 １月２９日（土）第３回 PTA実行委員会 

４月１６日（土）第４回 PTA実行委員会 

 

【 研修委員会 】 

令和３年 ７月 ３日（土）第１回 PTA実行委員会・第１回研修委員会 

自己紹介・次年度委員役員選出 

      ８月１４日（土）研修委員役員会(OBOG 座談会打ち合わせ) 

      ９月１８日（土）座談会開催 

（高津高校 OBOG による座談会～合格体験と大学生活について～） 

     １０月 ２日（土）第２回 PTA実行委員会 

１０月２１日（木）～１１月１７日（水） 座談会動画 WEB 配信 

    １１月２７日（土）第２回研修委員会（委員名簿配布・座談会振り返り） 

令和４年 １月２９日（土）第３回 PTA実行委員会 

      ３月 ５日（土）研修委員役員会（次年度引継ぎ） 

      ３月１７日（木）合格者説明会。新１年研修委員勧誘 

      ４月１６日（土）第４回 PTA実行委員会 

 

【 時報委員会 】 

令和３年 ６月 ５日（土）第１回時報委員会 

７月 ３日（土）第１回 PTA実行委員会 

８月２８日（土）第２回時報委員会 

９月２５日（土）第３回時報委員会 

１０月 ２日（土）第２回 PTA実行委員会 

１０月 ５日（火）文化祭撮影 

１０月 ７日（木）体育祭撮影  

１１月１３日（土）第４回時報委員会  

１２月 ７日（火）ゆうゆう１４９号発行 

令和４年  １月２２日（土）第５回時報委員会 

１月２９日（土）第３回 PTA実行委員会 

２月１８日（金）ゆうゆう１５０号発行  

      ３月 ５日（土）引き継ぎ  

３月１７日（木）合格者説明会。新１年時報委員勧誘 

第１号議案 
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４月１６日（土）第４回 PTA実行委員会 

 

【 厚生委員会 】 

令和３年 ７月 ３日（土）第１回 PTA実行委員会、第１回厚生委員会 

自己紹介・年間活動計画について説明 

１年生実行委員長選出・講演会の予定について 

８月２１日（土）第２回厚生委員会 

        講演会開催についての役割分担等の詳細について 

１０月 ２日（土）講演会リハーサル 

実際の撮影会場にて詳細の確認 

第２回 PTA実行委員会 

１０月 ９日（土）Zoom形式による講演会の開催 

              「腸ってスゴイ！日常生活における腸活方法と、高校生世代 

の子供との付き合い方」 

令和４年 １月２９日（土）第３回厚生委員会 

              講演会の総括と次年度への引継ぎ 

        第３回 PTA実行委員会 

３月 ３日（木）学校保健委員会出席 

３月１７日（木）合格者説明会。新１年厚生委員勧誘 

４月１６日（土）第４回 PTA実行委員会 

  

 

 

【 学年委員会 】 

令和３年 ７月 ３日（土）第１回 PTA実行委員会、第１回学年委員会 

１０月 ２日（土）第２回 PTA実行委員会 

１０月１９日（火）第３学年 学年集会 

１０月２６日（火）第１学年 学年集会 

１１月 ２日（火）第２学年 学年集会 

１２月１１日（土）高津マフラータオル仕分け 

令和４年 １月２９日（土）第３回 PTA実行委員会 

３月 １日（火）卒業式花束贈呈 

３月１７日（木）合格者説明会。新１年学年委員勧誘 

４月１６日（土）第４回 PTA実行委員会 

＊その他に、第３学年卒業記念品選定。  
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第２号議案 
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【令和３年度 ＰＴＡによる支援について】 

１ 高津高校OBOGによる座談会 ～合格体験と大学生活について～ 

   9月 18日（土）、クリエイトラボにおいて京都大学に合格した高津高校 OBOGにイ

ンタビューを行い、その様子を後日保護者や生徒に高津高校 HP より動画を配信した。

参会者は、OB 4名、研修委員、進路指導主事。 

 

２ PTA役員・委員の交通費の支給 

  平成 28年度以降から引き続き、役員・委員の実行委員会等出席のための交通費を支

給した。 

 

３ 体育祭における熱中症対策飲料水の購入について 

  体育祭において、熱中症対策飲料水として、昨年度に引き続き一人あたりスポーツド

リンク 500ml1本と、ジュース・お茶等の中から 1本の計 2本を購入した。 

 

 

 

 

 

 

【令和３年度 教育後援会による支援について】 

１ 第１学年進路講演会（模擬講義）の実施 

  11月４日（木）、9講座に分け、講師を招いて同時展開で模擬講義を実施した。講師

へは謝金を支出。受講生は、終了後「聴講レポート」を提出。 

 

No 講義タイトル 講 師 大 学 学 部 ご専門 

1 
PCR 〜生命科学史上最大
の発明〜 

恩田 真紀 
准教授 

大阪府立 
大学 

生命環境
（理） 

構造生物学 

2 
自律型無人飛行ロボットの
制御 

金田 さやか 
講師 

大阪府立 
大学 

工 制御工学 

3 
少子化はどうして進む？進
むとどうなる？ 

山本 和博 
教授 

大阪大学 経済 
都市・地域
経済学 
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4 
「食」のフィールド研究 ―
人間科学からのアプローチ 

木村 友美 
講師 

大阪大学 人間科学 
フィールド
栄養学 

5 
地域研究への招待―東南ア
ジア篇 

貞好 康志 
教授 

神戸大学 
国際人間
科学 

東南アジア
地域研究 

6 
政府の役割と日本の財政を
考える 

赤井 伸郎 
教授 

大阪大学 法 
公共経営・
組織論 

7 
電気抵抗ゼロ！磁気浮上！
超伝導の不思議 

北川 俊作 
助教 

京都大学 理 
超伝導、核
磁気共鳴 

8 
わたしの心をわたしは知ら
ない―コミュニケーション
の相互行為論 

福島 祥行 
教授 

大阪市立 
大学 

文 
独語仏語圏
言語文化 

9 医薬品ができるまで 
太田 茂 
教授 

和歌山県
立医科大

学 
薬 医薬品化学 

 

 

２ 文化祭、体育祭の動画撮影について 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の予防の観点から、文化祭（10 月５日）、体育

祭（10月７日）では、保護者の来校など外部からの訪問を取りやめた。 

このため、行事の様子を撮影し、後日保護者に高津高校 HPより動画を配信した。 

 

 

【令和３年度 教育後援会（河内基金）の創設について】 

 

マロニー株式会社元代表取締役社長並びに株式会社洋𠮷村商店代表取締役 河内幸枝

氏から、ＧＬＨＳ１０校の生徒の成長を支援したいとの申し出があり、10年間にわたり

ＧＬＨＳ各校に１年に各 50万円（計 100 万円）相当を寄附していただけることになっ

た。 

  しかし、寄附については学校が直接受けることができないため、教育後援会に特別会

計を創設し、寄附を受け入れることとするもの。 

  令和 3年度については、書架・寄贈盾（196,680円相当）の受入れ並びに、海外大

学オンライン研修（GLHS10校共同事業）生徒参加費不足分負担金の支出を行った。 

  今後、生徒に対して課題研究に対する支援の実施を予定している。 
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令和３年度 会計監査報告 

 

 

令和３年度の会計監査の結果についてご報告させていただきます。 

去る４月１６日、大阪府立高津高等学校 応接室において、令和３年度大阪

府立高津高等学校ＰＴＡ会計及び同周年事業積立金会計並びに教育後援会会

計について、関係帳簿及び証拠書類を精査しました。 

いずれの会計においても、適正に執行しています。 

 

以上、ご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３号議案 
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令和４年４月１６日 

ＰＴＡ指名委員会 

 

令和４年度 新役員選出について 

 

＜令和４年度 ＰＴＡ役員候補者＞ （WEB 上のため名前の記載は省略いたします） 

 

会 長   １名 

副会長   ２名 

書 記   ４名 

会 計   ３名 

会計監査委員長    １名 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

会計監査委員  ３名 

 

 

   以上 選出いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４号議案 
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令和４年度 大阪府立高津高等学校 PTA事業計画（案） 

 

【 総会・進路講演会 】 

 総会 ５月７日（土） 

   進路講演会を予定。 

 

【 実行委員会 】（予定） 

 令和４年  ６月 ４日（土） 第１回 PTA実行委員会 

１０月２９日（土） 第２回 PTA実行委員会 

令和５年  １月２８日（土） 第３回 PTA実行委員会 

４月１５日（土） 第４回 PTA実行委員会 

 

【 研修委員会 】 

  ・ 令和３年度の事業を踏まえ、後日詳細な事業案を策定する予定 

  ・ 概ね、前年度の事業計画に従い進める 

  ・ 大学訪問または座談会などの実施を検討する 

     

【 時報委員会 】 

  ・ 令和３年度の事業を踏まえ、後日詳細な事業案を策定する予定 

  ・ 概ね、前年度の事業計画に従い進める 

  ・ 年間２回の「ゆうゆう」発行 

 

【 厚生委員会 】 

  ・ 令和３年度の事業を踏まえ、後日詳細な事業案を策定する予定 

  ・ 概ね、前年度の事業計画に従い進める 

  ・ 保護者対象の講演会の実施を検討 

 

【 学年委員会 】 

  ・ 令和３年度の事業を踏まえ、後日詳細な事業案を策定する予定 

  ・ 概ね、前年度の事業計画に従い進める 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５号議案 
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第６号議案 
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大阪府立高津高等学校ＰＴＡ規程 

                             （昭和４７年６月９日 改  訂） 

                             （昭和５２年６月３日第５条改正） 

                             （昭和６３年６月３日 改  訂） 

                             （平成３年５月２２日 改  訂） 

（平成１７年５月１２日第６条改正） 

（平成１９年５月１２日第８条改正） 

（平成２０年５月１７日第９条改正） 

（平成２８年５月１４日 改  訂） 

（令和元年５月１１日第６条改訂） 

（令和２年６月２０日 改  訂） 

 

第１条（名称）本会は大阪府立高津高等学校ＰＴＡと称し事務所を本校に置く。 

 

第２条（目的）本会は会員相互の協力によって学校と家庭と社会との関係を密にし、それぞれの向上を

図り環境を整備して、教育後援と生徒の安全・福祉の増進と心身の健全な育成を目的とする。 

 

第３条（方針）本会は前条の目的を達成するために、教育を本旨とする教育支援団体として活動し、他

のいかなる団体の支配干渉をも受けない。また学校管理や教員の人事にも干渉しない。 

 

第４条（会員）本会の会員は学校に在籍する生徒の保護者ならびに学校に勤務する教職員とする。 

 

第５条（会計）本会の経費は、会費、事業収入、寄付金及びその他の収入によって支弁する。会費は生

徒一人につき年額 4,000円とする。会計年度は４月１日に始まり翌年３月 31日に終わる。 

 

第６条（役員）本会には次の役員を置く。 

    １．会 長  １名（保護者） 

    ２．副会長  最大５名まで（保護者） 

    ３．書 記  最大５名まで（保護者） 

    ４．会 計  最大５名まで（保護者） 

     

    ＊役員は会員中より総会で選出する。原則として任期は１ヵ年とする。但し事情によって引き

続き１ヵ年間重任することができる。 

     

第７条（役員の任務）役員の任務は次のとおりとする。 

    １．会長は会を代表し総会並びに実行委員会の議長となる。 

    ２．副会長は会長を補佐し会長に事故のある場合はこれに代わる。 

    ３．書記は議事を正確に記録し、各種会合の通知を発送する。 

参 考 
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    ４．会計は本会に関する会計を正確に行い総会において決算報告をする。 

 

第８条（総会）総会は本会最高の決議機関で、次のとおりとする。 

    １．定期総会 前年度の会計決算報告及び会務報告を行い、新役員を選出する。 

    ２．臨時総会 必要に応じて臨時にこれを開く。 

    総会の定足数は会員数の十分の一（委任状を含む）とし、議決は多数決による。 

 

第９条（委員会）本会の目的を達成するために次の委員会を設ける。 

   委員並びに委員長は会長が委嘱する。但し会計監査委員長は役員と同時に総会において選出する。 

１．各種委員会 本会諸事業の企画並びに遂行に任ずる。その目的を達成するため、各種委員会

を置き、各種委員会ごとに正１名、副２名以内の委員長を設ける。 

  ＊各種委員会とは、厚生委員会、時報委員会、研修委員会、学年委員会を指す。 

２．会計監査委員会 ＰＴＡ関係の会計について年２回以上監査する。 

     会計監査委員長は監査の結果を総会に発表する義務がある。 

３．実行委員会 役員、各種委員会の実行委員、会計監査委員長並びにＰＴＡ係（教職員）は、

実行委員として本会全般の運営について協議する。また、重要で且つ迅速な対応を必要とす

る場合は、この会において仮決定として事業を進めることができる。 

４．高津グッズ委員会 学校の教育環境充実に寄与するために、グッズにおける収益金は、すべ

て教育後援会の基金に当てる。なお、委員長は、原則として役員の書記または会計の中から

選任する。 

   ＊各委員会の決議事項は実行委員会に報告し、その承認を経て実行に移す。 
 
第 10条（各委員の選出） 選出方法については合格説明時に提示し、具体的な人選については、各委員

の正副委員長の協力を得て、教頭並びに副会長で原案を作成する。 
    
第 11 条（規程の改正） この規程は総会において、出席者の３分の２以上の賛成があれば改正するこ

とができる。この規程の改正案は前もって知らせておく必要がある。 
           

附   則 
１．本規程は、令和２年６月２０日から適用する。 

 
 

            
選 挙 細 則 

第１条 役員及び会計監査委員長の選挙を行う場合は、先ず候補者指名委員会を設ける。 
 
第２条 指名委員会は次の９名を以って構成する。 
    １．各学年委員の中から互選によって学年毎に２名の委員を出す。 
    ２．教職員の中から互選によって２名の委員を出す。 
    ３．実行委員会から互選によって１名の委員を出す。 
 
第３条 指名委員会は候補者１名以上の指名をし、選挙１週間前に公示する。但し、候補者の承認を要

する。 
 
第４条 役員候補者として会員中より自由に立候補することができる。この場合選挙の３日前までに、

氏名と役種を書面で指名委員会に届けなければならない。 
 
第５条 選挙は指名委員が選挙事務の一切を行い、選出は無記名投票多数決による。 
 
第６条 この細則は総会において、出席者の３分の２以上の賛成があれば改正することができる。 
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大阪府立高津高等学校ＰＴＡ  

  令 和 ４ 年 ５ 月 ７ 日 （ 土 ） 


